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千葉県後期高齢者医療広域連合告示第３号 

 

 

 事後審査型一般競争入札を行うので、地方自治法施行令第１６７条の６の規定により、次のとおり 

公告する。 

 

令和８年１月３０日 

千葉県後期高齢者医療広域連合長 小 泉 一 成     

 

１ 入札に付する事項 

（１）入札件名 

   制度解説小冊子（令和８年度版）等制作等業務委託 

（２）履行又は納品場所 

千葉県後期高齢者医療広域連合及び広域連合が指定する場所 

（３）業務内容 

別添、仕様書等のとおり 

（４）契約期間 

   契約締結日から令和８年６月１２日まで 

（５）履行期間 

   契約締結日の翌日から令和８年６月１２日まで 

（６）低入札価格調査の調査基準価格 

予定価格の１１０分の１００の額に、１００分の６０を乗じて得た額（１円未満の端数が生じた 

ときは、これを切り捨てた額）とする。 

（７）入札の方法 

  ア 会場入札により行う。 

  イ 入札回数は、２回を上限とする。 

（８）契約の方法 

   総価契約とする。ただし、本業務は、地方自治法第２９２条において準用する同法第２１４条の

規定による債務負担行為に基づく契約である。したがって、債務負担行為の限度額を超える契約 

及び支払いはできない。 

（９）その他 

   詳細は、入札説明書のとおり 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  入札に参加する者に必要な資格に関する要件は、次のとおりとする。 

（１）この事業の公告日現在において、千葉県又は千葉県内市町村のいずれかの競争入札参加資格者 

名簿に登載されている者のうち、次の要件を満たしている者 

  ア 事業経験に関する条件 

    公告日から起算して過去２年間に、広域連合、国（公社又は公団を含む。）又は地方公共団体と、
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当該業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上締結し、かつ、これらを全て誠実に 

履行していること。 

（２）上の（１）の要件を満たし、かつ、この事業の公告日から開札日までの間において、次の要件 

のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 

  イ 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者、又はこの事業の開札日前

６か月以内に不渡手形若しくは不渡小切手を出した者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの

更生手続開始決定がされていない者 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの

再生手続開始決定がされていない者 

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に 

規定する暴力団員である者 

（３）同一人が代表者となっている法人等は、重複して入札参加申請をすることができない。 

（４）事業協同組合等が入札参加申請をする場合は、その組合等の構成員となっている者は、単独で 

入札参加申請をすることはできない。 

 

３ 入札説明書の交付 

（１）交付期間 

   令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１３日（金）まで 

ただし、交付時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。 

（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。） 

（２）交付場所 

   〒２６３－００１６ 千葉県千葉市稲毛区天台６丁目４番３号 国保会館内 

千葉県後期高齢者医療広域連合 総務課 

 

４ 入札参加申請に関する事項 

（１）入札参加申請の期間 

   令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１３日（金）まで 

ただし、受付時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。 

（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。） 

（２）入札参加申請の申請先 

   入札参加申請書は、持参により次の場所に提出すること。 

〒２６３－００１６ 千葉県千葉市稲毛区天台６丁目４番３号 国保会館内 

千葉県後期高齢者医療広域連合 総務課 

（３）入札参加申請の方法 

   事後審査入札参加申請書兼誓約書（様式１）に、次に掲げる書類を添付して、入札参加申請の 

期間に申請すること。 

  ア 入札参加資格確認申請書（様式２） 
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  イ 千葉県又は千葉県内市町村のいずれかの競争入札参加資格決定通知等の写し又は、競争入札 

参加資格登録が確認できるホームページなどの写し 

  ウ 公告日から起算して過去２年間に広域連合、国（公社又は公団を含む。）又は地方公共団体と 

種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行して 

いることを証明する契約書等一式の写し 

※契約書等一式の写しは、発注者名、受注者名、業務名称、契約期間、契約金額、業務内容 

（仕様）が確認できること。 

※各契約１部ずつ一式を提出すること。 

  エ 会社概要 

    任意様式とするが、設立年月日、所在地、事業内容、組織図が分かるもの 

 

５ 質問及び回答 

（１）質問書の提出期間 

令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１６日（月）午後５時まで 

（２）質問の受付先 

〒２６３－００１６ 千葉県千葉市稲毛区天台６丁目４番３号 国保会館内 

千葉県後期高齢者医療広域連合 総務課 

（３）質問の方法 

質問は、広域連合の指定する様式を使用し、書面にて受け付けるものとする。なお、ＦＡＸ、 

電子メールによる送付も認めるが、必ず送信者から到達確認をすること。 

なお、入札参加資格に関する質問については、本文公告５（２）記載の場所、本文公告１０（２） 

記載の連絡先にて随時受け付けているので、指定様式に記載しないこと。 

 ＦＡＸ   ０４３－２０６－００８５ 

 電子メール soumu@kouiki-chiba.jp 

（４）質問の回答 

  ア 入札参加資格に関する質問については、質問者に対してのみ回答する。 

  イ 入札説明書及び仕様書に関する質問及び回答については、令和８年２月１８日（水）午後５時

までに広域連合ホームページに掲載する。 

（５）質問が無い場合、質問書の提出は必要ない。 

 

６ 入札及び入札書等に関する事項 

（１）入札開始日時 

   令和８年２月２０日（金）午前１０時 

（２）入札場所 

〒２６３－００１６  

千葉県千葉市稲毛区天台６丁目４番３号 国保会館内 

千葉県後期高齢者医療広域連合 会議室 

（３）入札書等の提出先、提出期限 

   入札書等（入札書（様式４）、入札金額内訳書（様式５）、委任状（様式７）及び誓約書（様式 

mailto:soumu@kouiki-chiba.jp
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８））の提出先は、本文公告６（１）記載の日時から本文公告６（２）記載の場所にて行われる 

入札場所に入札当日持参し、入札執行事務に関係のある職員の指示により提出するものとする。 

なお、提出期限については入札当日に入札執行事務に関係のある職員が提出を求めたときとする。 

ただし、委任状（様式７）については、代理人が入札書等を提出する場合にのみ提出するものと 

する。 

（４）入札書等の提出方法 

ア 入札金額 

（ア）入札書の書式は、広域連合の指定する様式を使用し、必要事項を明記すること。 

（イ）入札金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約 

希望金額（契約業務を進行するために必要な一切の諸経費を含めて見積もった金額）の１１０

分の１００に相当する金額を、入札書に記載すること。 

イ 入札金額内訳書 

（ア）入札金額内訳書の書式は、広域連合の指定する様式を使用し、必要事項を明記するととも 

に、その合計額が、入札書の入札金額と一致するように記載すること。 

（イ）入札回数が２回目となった場合については、落札候補者のみ、広域連合の指定する日時まで 

に提出すること。 

 

７ 開札 

（１）開札の日時 

   開札の日時は、本文公告６（１）記載の入札後直ちに行う。 

（２）開札の場所 

開札の場所は、本文公告６（２）記載の場所とする。 

（３）開札の方法 

  開札は、入札者を立ち会わせて行う。 

（４）無効となる入札 

千葉県後期高齢者医療広域連合財務規則（以下「財務規則」という。）第６８条各号に定めるもの

のほか、次の入札は無効とする。 

  ア 入札に参加する者の印又は委任状の届出がある印によらず金額を訂正した入札 

イ 金額その他の入札書の記載事項が明らかでない入札（入札金額が０円の場合を含む） 

ウ 入札金額内訳書の合計額が入札書の金額と異なる入札 

エ 明らかに連合によると認められる入札 

オ 本入札について、代理人でその資格のない者のした入札又は自己のほか他人の代理人を兼ね、

又は２人以上の代理人をした者による入札 

カ 低入札価格調査の調査基準価格を下回る価格をもって入札した者であって、事後の事情聴取等

の調査に協力しない者の入札 

キ 低入札価格調査の調査基準価格を下回る価格をもって入札した者であって、指定された日時 

までに指示された書類を作成し提出しない者の入札 

ク その他、提示した事項及び本入札に関する条件に違反したとき。 

（５）落札候補者の決定方法 
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ア 有効な入札のうち、予定価格の範囲内の者で、最も低価格にて入札した者とする。ただし、 

落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじ 

引きを行い決定する。 

イ 本文公告１（６）記載の低入札価格調査の調査基準価格を下回る入札があった場合には、落札

候補者の決定を保留し、調査、事情聴取を行った上、後日、落札候補者を決定する。この結果、

最も低価格で入札した者であっても落札候補者とならない場合がある。 

（６）落札者の決定方法 

ア 落札候補者について、入札参加資格確認申請書等により、入札に参加する者に必要な資格の 

確認を行うものとする。 

イ 入札参加資格の確認その他の審査を行うため落札者の決定は、本文公告７（６）エ記載の公表

の時まで保留する。 

ウ 落札候補者の審査の結果、入札に参加する者に必要な資格の条件を満たしていないと認めた 

場合、その者の入札を無効とし、当該落札候補者の次に低い価格を入札した者について審査を 

行い、入札に参加する者に必要な資格の条件を満たしていると認められる者が決定するまで審査

を行う。 

エ 審査の結果、入札参加資格等の条件を満たす落札候補者を落札者として決定する。 

（７）落札価格の決定 

 落札者の入札金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。）をもって落札価格とする。 

 

８ 契約 

（１）契約書の作成 

   この公告の事業の契約に当たっては、契約書の作成を要する。 

（２）入札保証金及び契約保証金 

   入札保証金及び契約保証金は、それぞれ財務規則の定めるところによる。 

（３）前払金 

前払金の支払いは、行わない。 

（４）支払方法 

   支払方法は、完了後一括払いとする。 

（５）特記事項 

   低入札価格調査の調査基準価格を下回る入札があった場合に行う調査及び事情聴取の結果、契約

締結が履行期間の開始日以降となった場合には、協議のうえ、履行期間及び契約金額を定めるもの

とする。 

 

９ 留意事項 

（１）異議申立て 

  ア 入札参加者は、入札後、入札説明書等の不明その他の理由をもって、異議を申し立てることは

できない。 

  イ 入札の執行は、千葉県後期高齢者医療広域連合の都合により、又は入札を公正に執行すること
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ができないと認めるときは、開札の日時を延期し、又は取りやめることがある。この場合に 

おいて、入札参加者は、異議を申し立てることはできない。 

（２）この公告に記載する事項以外の事項については、入札説明書によるものとする。 

 

10 担当 

（１）事 業 担 当 課：総務課（広報担当） 電話：０４３－２１６－５０１１ 

（２）入札執行担当課：総務課（財政担当） 電話：０４３－２１６－５０１１ 

（３）ホームページ：https://www.kouiki-chiba.jp/ 

電子メール：soumu@kouiki-chiba.jp 
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